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❶税率が変わります

　福井県では、令和 12 年度からの国民健康保
険税水準の県内統一を目指して、段階的に取
り組みが進められています。これを受け、若
狭町においても、令和８年度から福井県が算
定する標準保険税率をベースに税率の改正を
行います。

　右図のとおり４つの区分から構成され、ひとつ
の保険税として課税されます。
　国民健康保険では、加入者一人ひとりが被保険
者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税
義務者になります。
(世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入
者でない場合でも、世帯主が納税義務者 (擬制世帯主 )となります。)

❷子ども ・子育て支援金制度が始まります

　国の少子化対策の一つとして、子ど
も・子育て世帯を社会全体で応援する
仕組みです。国民健康保険では、令和
８年度４月から従来の国民健康保険税
に加えて、新たに「子ども・子育て支
援金分」が加算されます。

　　　　　　   令和 8 年度

医療分（0 歳から 74 歳）

後期高齢者支援金分（0 歳から 74 歳）

介護納付金分（40 歳から 64 歳）

子ども・子育て支援金分（18 歳から 74 歳）※1

合計

所得割

5.80％

2.75％

2.42％

0.15％

11.12％

25,729 円

12,171 円

12,842 円

717 円

51,459 円

16,704 円

7,902 円

6,230 円

436 円

31,272 円

課税限度額

670,000 円

260,000 円

170,000 円

30,000 円

1,130,000 円

平等割

変更後の増減 +0.12％ +2,159 円 －7,828 円 ＋40,000 円

令和 8年度新設

国民健康保険税 医療分 （0～ 74 歳）

後期高齢者支援金分 （0～ 74 歳）

介護納付金分 （40 ～ 64 歳）

子ども・子育て支援金分 （18 ～ 74 歳）

※1…18 歳未満の方で前年に一定の所得がある方は、所得割が課税される場合があります。

4つの区分を合わせた
金額が 1年間の国民健
康保険税額となり、世
帯主に課税されます。

　　　　　　令和 7 年度

医療分（0 歳から 74 歳）

後期高齢者支援金分（0 歳から 74 歳）

介護納付金分（40 歳から 64 歳）

合計

所得割

6.09％

2.75％

2.16％

11.00％

均等割

24,900 円

11,300 円

13,100 円

49,300 円

22,400 円

9,700 円

7,000 円

39,100 円

660,000 円

260,000 円

170,000 円

1,090,000 円

均等割

課税限度額平等割

令和８年度から変わ
ります

国民健康保険税の

税率改正について
　令和 8 年度から国民健康保険税の税率が以下のとおり改定されることとなりました。将来にわたって国民健
康保険を安心してご利用いただくために、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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◎75 歳以上の方は後期高齢者医療制度被保険者となり、国民健康保険被保険者から移行します。　
◎擬制世帯主の所得や資産は国民健康保険税の課税の対象となりません。
　（ただし、軽減判定をする際は擬制世帯主の所得も加算して判定をします。）
◎所得割の対象は、前年の総所得等です。また、基礎控除は 43 万円です。

❶ 所得に応じた軽減 （対象となる世帯は、 自動的に軽減が適用されます） 申請不要です。

　  前年の所得に応じて、均等割および平等割が７割・５割・２割のいずれかで軽減されます。

❷ 未就学児 （0 歳～就学前のお子様が対象） の均等割額の軽減　申請不要です。

　    子育て世帯を支援するため、未就学児の均等割額が軽減されます。

❸ 産前産後期間の所得割額 ・ 均等割額の免除　申請が必要です。 （出産予定日の 6 か月前から申請ができます）

　    出産を控えた方・出産された方の負担を軽くするため、出産予定日の前月から翌々月の４か月相当分
　　 （多胎児妊娠の場合は６か月相当分）が免除されます。

+ + ＝

※2
給与所得者等とは、 
給与所得または公的
年金等所得のある方

年間の税額は1から3の合計によって算出されます。国民健康保険税の計算の仕方

1. 所得割
被保険者の所得
に応じて計算

3. 平等割
１世帯当たり定額
でかかる額

2. 均等割
世帯に属する被保
険者数に応じて計算

国民健康保険税

所得割   ＋   均等割   ＋   平等割

7 割軽減

5 割軽減

2 割軽減

世帯主とその世帯の被保険者の所得が
43 万円 +10 万円 ×（給与所得者等※2 の数 -1）以下の世帯

世帯主とその世帯の被保険者の所得が
43 万円 +31 万円 × 被保険者数 +10 万円 ×（給与所得者等※2 の数 -1）以下の世帯

世帯主とその世帯の被保険者の所得が
43 万円 +57 万円 × 被保険者数 +10 万円 ×（給与所得者等※2 の数 -1）以下の世帯

条例の定めによる負担軽減制度があります。国民健康保険税の軽減制度

！

　国民健康保険加入者が、就職などにより勤務先の社会保険等へ
加入した場合や、退職などにより国民健康保険へ加入する場合は、
届出が必要です。
　異動日から 14 日以内に、資格確認書や資格情報のお知らせ、資
格喪失通知書などをご持参のうえ、税務住民課または上中窓口で
手続きをしてください。

加入・脱退の届出はお忘れなく！！

　ただし、世帯主と国民健康保険加入者の中で一人でも所得税 （住民税） 申告が未申告ですと軽減が適用となりません。

また、世帯に未申告者がいる場合、高額療養費の自己負担限度額の負担区分が高くなる場合があります。 収入 （所得）

のない人や遺族年金 ・ 障害年金などの非課税収入があった人も申告が必要です。

　 所得の申告が遅れた場合、 所得をもとに国民健康保険税が計算されるため、 追加でご請求させていただく場合があ

ります。 修正申告等で所得税 （住民税） が変更になった場合は、 国民健康保険税も再計算されます。

問い合わせ先

国民健康保険税に関すること
若狭町役場　税務住民課（三方庁舎）　国民健康保険税係
☎ 0770-45-9101（直通）

国民健康保険の資格取得喪失などに関すること
若狭町役場　健康医療課（上中庁舎）　国民健康保険係
☎ 0770-62-2708（直通）

モデルケース❶【40代夫婦と未就学児 2人の場合】
営業所得 300 万円（基準総所得 257 万円）
年額　＋1,200円

改正後の保険税率による国民健康保険税額のモデルケース
モデルケース❷【65歳夫婦の場合】
年金収入 300 万円（基準総所得 147 万円）
年額　－4,400円
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「危険リチウムイオン電池」の役場庁舎での回収を開始しました ”

”

　若狭町役場の両庁舎（三方庁舎は環境安全課、上中庁舎は税務住民課上中窓口）で、危険な状態のリチウムイオン
電池の回収を開始しました。回収を希望される方は、お手持ちのリチウムイオン電池を確認いただき、役場庁舎での
引き受けが可能なものは、職員に引き渡しをお願いいたします。

◆近年数多くの電化製品に利用されている「リチウムイオン電池」による発火等の事故は過去 5年間で 2,000 件以
上にのぼります。大きなエネルギーを蓄えることができ、私たちの生活を便利にしてくれる製品ですが、扱いを誤
ると自然発火のおそれがあり大変危険です。適切に買う・使う・捨てるを徹底し、安全に利用しましょう。

【「リチウムイオン電池搭載製品」の火災事故を防ぐ 3つのポイント】
■正しく購入する
　・連絡先が確かなメーカーや販売店から購入する。
　・リコール対象ではないことを確認して購入する。
　・安価な「非純正バッテリー」が抱えるリスクについて理解する。
■正しく使用する
　・高温下に放置するなどして熱を与えない。
　・強い衝撃を与えない。
■正しく対処する
　・充電、使用時は時々様子を見て、異常を感じたらすぐに充電、使用を中止する。
　・万が一発火した場合は大量の水で消火し、可能な限り水没させた状態で、119番通報する。
　引用：独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）より

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126

・発熱しているもの
・膨張しているもの
・衝撃を与えたり傷つけてしまったもの

役場での引き受けが可能なもの
役場での引き受けができないもの ※

・リチウムイオン電池内臓小型家電
　（例：電池部分の分離「不可」のコードレス掃除機や電動髭剃りなど）

・ポータブル電源など大型の製品

問い合わせ 三方Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎0770-45-2700
教育委員会事務局　　　 ☎0770-62-2731

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールの一般開放
　次の日程でＢ＆Ｇ海洋センタープールの一般開放を
行います。
■一般開放期間
　7月 17日（金）～ 8月 9日（日）
　うちナイター営業日：7月 24日、25日、31日
　　　　　　　　　　　8月 1日、7日、8日、9日
■開放時間
　13:00 ～ 16:00（ナイター営業は 19:00 ～ 21:00）
■休館日
　月曜日（7月 20日、27日、8月 3日）
■利用料
　中学生以下 100円・高校生以上 300円
　※入水しない引率者は無料
　気温や水温の低い場合、熱中症アラートが発令され
た場合、悪天候、または節水制限等で一般開放を中止
する場合があります。※音声告知放送で案内します。

国民年金の免除・
　　　　納付猶予の申請について

”

”　経済的な理由で国民年金保険料を納めることが困
難な場合は、申請すれば所得額により保険料が免除
または納付猶予される場合があります。
　保険料を未納のままにすると、万一の時に障害基
礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなる場合があ
ります。
■申請
　・令和 8年度分は 7月以降に申請できます。
　・過去 2年間までさかのぼって申請できます。
■免除等の種類
　①全額免除　②一部免除　③納付猶予
■申請時に必要なもの
　退職者の方は雇用保険被保険者離職票、雇用保険
　受給資格者証、雇用保険受給資格通知など退職を
　証明できるもの。

税務住民課　☎0770-45-9106問い合わせ

※これらのもので危険な兆候が見られる場合、エコクル美方へ直接持ち
　込みしてください。異常がないリチウムイオン電池及び乾電池類につ
　いてはこれまで通りの方法で収集に出してください。
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問い合わせ 福祉課　☎0770-62-2703

”

”在宅の障害者（児）の手当等について
　在宅で生活をしている障害のある人（児童）やその保護者を経済的に支援する制度です。手当によって支給要件が
異なります。※診断書で認定するため、障害者手帳は不要です。

①特別児童扶養手当
　■支給対象
　　身体または精神（知的）に中程度以上の障害があると認定された20歳未満の子を監護している保護者。
　　※所得制限があります。
　■所得状況届
　　特別児童扶養手当を受給されている方は、引き続き受給要件を満たしているかを確認するため、年１回の所得状
　　況届の提出が義務付けられています。8月上旬頃に送付しますので、9月11日（金）までに提出をお願いします。
　　所得状況届を提出されない場合、8月分以降の特別児童扶養手当が受給できなくなります。

②障害児福祉手当
　■支給対象
　　身体または精神（知的）の重度障害のため、在宅での日常生活において常時介護が必要であると認定された20歳
　　未満の子。※所得制限があります。

③特別障害者手当
　■支給対象
　　身体または精神（知的）の重複する障害や単一の重度障害のため、日常生活において常時介護が必要であると認
　　定された人。※所得制限があります。

問い合わせ 子育て支援課　☎0770-62-2704

”

”児童に対する手当等について

【児童扶養手当】
■支給対象
　ひとり親家庭の児童、または両親のどちらかが重度
　の障害の状態にある家庭の児童が健やかに成長する
　よう、その児童の母または父、またはその児童を養
　育している方に支給される手当です。ただし、所得
　制限があります。
■支給額（1人当たり月額）
　第1子　　　 全部支給　……　48,050円
　　　　　　　一部支給　……　48,040～11,340円
　第2子以降　 全部支給　……　11,350円
　　　　　　   一部支給　……　11,340～5,680円
　※支給額は、毎年、物価により改定されます。
■支給時期
　毎年奇数月（前月分までの2か月分）
■現況届
　児童扶養手当を受給されている方は、引き続き受給
　要件を満たしているかを確認するため、年1回の現
　況届の提出が義務付けられています。8月上旬に送
　付しますので、8月31日（月）までに必ず提出をお
　願いします。
■その他
　手続等詳しくは、町ホームページをご覧ください。

【児童手当】
■支給対象
　高校生年代まで（18歳の年度末まで）の児童を養
　育している方に支給されます。（公務員は勤務先か
　ら支給）
■支給額（1人当たり月額）
　3歳未満　　　　　 15,000円（第3子以降は30,000円）
　3歳から高校生年代 10,000円（第3子以降は30,000円）
■第３子以降のカウント対象
　22歳の年度末までは、児童としてカウントし、引き
　続き第3子以降の手当額が3万円となります。
　※3人以上の児童を養育している場合のみ。
　※対象とするには、確認書提出必要。
■支給時期
　毎年偶数月（前月分までの2か月分）
■現況届
　現況届については、若狭町が受給者等の情報を公簿
　等で確認できる場合は、原則として提出不要として
　おります。一部の方は提出が必要となりますので、
　ご案内があった方は6月30日（火）までに必ずご提
　出をお願いします。
■その他
　手続等詳しくは、町ホームページをご覧ください。

　児童手当及び児童扶養手当の支給について以下のとおりお知らせします。
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福祉課　☎0770-62-2703
問い合わせ

第 76 回社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

”

”
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と立ち直りについて
理解を深め、力を合わせ、明るい地域社会を築くための全
国的な運動です。
【強調月間】7月 1日（水）～ 31日（金）

▲社会を明るくする運動について

■日時
　7月 11日（土）【1部】10:00 ～12:00（敦賀所主催）
　　　　　　　　  【2部】13:30 ～15:30（小浜所主催）
■場所
　きらめきみなと館 イベントホール・小ホール
　（敦賀市桜町 1-1）
■対象者
　求職者等（令和 9年 3月高等学校卒業予定者及びそ
　の保護者）
■参加企業
　令和 9年 3月高等学校卒業予定者を採用予定の求人
　事業所
■内容
　・企業から生徒及び保護者への個別説明
　・ハローワーク職業相談

高校生サマー求人企業説明会

”

”

敦賀公共職業安定所　☎0770-22-4220
小浜公共職業安定所　☎0770-52-1260

問い合わせ

　令和 9年 3月卒業予定の高校生及びその保護者を対
象に、若狭地域の企業が会社や仕事、募集要項等を説明
する企業説明会を開催します。

■採用予定人員
　消防吏員　　2名程度
■採用年月日
　令和 9年 4月 1日
■受付期間
　7月 21日（火）
　～ 8月 14日（金）
■一次試験日
　9月 20日（日）9:30 ～
■二次試験日
　令和８年 10月下旬（予定）
　（第一次試験合格者に通知）
■受検資格
　・平成 11年 4月 2日から平成 21年 4月 1日までに生
　　まれた者で、高等学校卒業程度以上の学力を有する者
　・日本国籍を有する者（令和 8年 3月までに取得見込み
　　の者を含む）
※敦賀美方消防組合消防本部総務課または、敦賀、美浜、
　三方各消防署に用意してある受験申込書に必要事項を記
　入し、敦賀美方消防組合消防本部総務課に提出してくだ
　さい。（郵送による申込書の請求および提出も可能）

敦賀美方消防組合職員募集

”

”

敦賀美方消防組合消防本部 総務課　☎0770-22-9991
問い合わせ

◀敦賀美方消防組合ホームページ

　敦賀美方消防組合では、以下のとおり令和8年度の職員採
用試験を実施します。

映像通報システム運用開始

”

”

若狭消防組合消防本部 情報指令課　☎0770-53-0119
問い合わせ

　若狭消防組合では、映像通報システムの運用を開始し
ます。
　映像通報システムとは通報者が撮影する映像を消防に
送信する119番通報の新しい仕組みです。119番通報者
のスマートフォンに消防からショートメッセージで映像
送信用URLを送信し、通報者がアクセスすることで現場
の映像を通信指令員が確認することができます。言葉で
は説明しづらい災害現場の状況を映像付きで伝えること
で円滑な災害対応に繋がり、また応急手当が必要な急病
人やけが人に対して、より効果的な応急手当ての指導を
行えるようになります。

■運用開始日
　6月1日（月）
■対応地域
　小浜市、若狭町（上中区域）、高浜町、おおい町
■対応時間
　24時間365日対応
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人　口

世帯数

12,975 人 （前月 -16 人）（前年 -206 人）

［男　6,329 人、女　6,646 人］

4,916 世帯 （前月 -1）（前年 -10）

（6 月 1 日現在）のうごき人 Population

りがとうあ
ふ る さ と 納 税 （ 4 月 ）

マイナンバーカード日曜窓口マイナンバーカード日曜窓口（7 月）（7 月）

■日時：7 月 12 日（日）　9:00 ～ 12:00

■場所：若狭町役場 税務住民課　※要予約

　　　　三方庁舎　☎0770-45-9106

　　　　上中庁舎　☎0770-62-2700

■内容：マイナンバーカードの申請、交付、更新など

　「広報わかさ」を町民の皆さまにとっ

てより良いものとするため、広くご意

見・ご感想を募集しております。下記

宛に郵送・メール・Fax 等でお寄せく

ださい。

〒919-1393　若狭町中央 1-1

若狭町役場 総務課広報係

TEL：0770-45-9109

Fax ：0770-45-1115

E-mail：soumu@town.fukui-wakasa.lg.jp

「広報わかさ」に関する

ご意見・ご感想をお寄せください

納 付のお知らせ

～ウッカリ納付忘れなし！「口座振替」による自動引き落とし～
　納付の手間がなく、忘れる心配もない口座振替が便利です。
　町内の金融機関や郵便局で申込みができます。

納 付 期 限期 別項 　 目

固定資産税 第 2 期 7 月 31 日（金）

国民健康保険税 第 1 期 7 月 31 日（金）

7 月の口座振替日

7 月の口座再振替日 8 月 17 日（月）

7 月 27 日（月）

集 落杉本 美玲 （三方）ちゃん さん

さん

女

 すぎもと    みれい

涼太

彩佳

集 落宇野 琥春 （グリーンハイツ）ちゃん さん

さん

女

 　うの    　こはる

淳次

朱莉亜

お な ま え 性 別 集 落保 護 者

（5 月届出）ちゃん Baby赤

氏名公表 　　 　44 人

匿名　　　　　446 人

合計　　　　　490 人

総額　  7,807,500 円

　寄附をいただいた方々の氏名はホームページに掲載させていただいております。

2 次元コードよりご確認ください。数ある自治体の中から若狭町にご寄附を賜り、

誠にありがとうございました。

▲ふるさと納税寄附者名簿

（4 月分）

今月の表紙
地元のうなぎで笑顔に

　梅の里小学校児童のうなぎ稚魚放流体験
の取材をさせていただきました。今月の表
紙は、放流後に振る舞われたうなぎを食べ
る梅の里小学校の児童たちの写真です。
　地元の食材をたくさん食べて立派に育っ
てほしいと思います。（編集者T)

　町では「若狭町 LINE 公式アカウント」を開設
し、さまざまな情報を発信しています。町や区
からの情報の通知だけでなく、各種申請や施設
のオンライン予約なども可能です。
　町での暮らしや滞在がもっと便利になるよう、
他にもさまざまな機能をご用意していますので、
この機会にぜひお友達登録をお願いします。

若狭町 LINE 公式アカウント
友達大募集

若狭町 LINE 公式アカウント
友達大募集

登録
無料 友達追加はこちら !▶

二次元コードを読み取って、今すぐ登録！
登録後は、受信設定をお願いします。

若狭町 LINE 公式アカウント
友達大募集
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SDGｓ

便利に・賢く・楽しく暮らして、ヘルスケア

問い合わせ

健康医療課　☎0770-62-2721

食中毒を予防しよう
気温や温度が高いと、細菌の増殖による食中毒が多くなります。
予防するためには、食中毒菌を「つけない、増やさない、やっつける」がポイントです！

７月から

新企画

作ろう減塩料理
減塩レシピを見て、作って、食べて、
アンケート回答で合計22pt 獲得！

❶よく手を洗う ❷食品はすぐ食べる ❸十分に火を通す

・石鹸を使ってしっかりと
   手を洗う。

・指先、指の間、爪、手の
  しわ、手首など、洗い残
  しの多い箇所に注意。

・刺身や寿司などの生の
   魚のように、温度管理
   の必要なものは要注意。

・生や加熱不足な鶏肉料理
  は避ける。

・焼肉、すき焼き、しゃぶ
  しゃぶなどは、肉の色が
   変わるまで加熱する。
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※健康体操教室についてのお問い合わせは福祉課 地域包括支援センター（☎0770-62-270２）まで

※ストレス・心の相談は随時受付中 お問い合わせは子育て支援課（☎0770-62-2704）まで

※変更がある場合は、行政チャンネル等でお知らせします。　

■子育てのこと　■相談ごと　■健康のこと 
7月 カレンダーカレンダーく のしらく のしら

1 水

2 木

3 金

4 土
5 日
6 月
7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土
19 日
20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土
26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

すくすく広場(たなばた)【要予約】　10:00-11:30　パレア若狭

にこにこ広場(七夕飾り作り)　10:00-11:30　梅の里保育園 上中楽々健康体操教室　受付9:30～　開始10:00～　歴史文化館2階講堂

にこにこ交流会（助産師とお話・計測）　10:00-11:30　西田公民館

特定健診・がん検診（肺・結核・胃・大腸）・肝炎検査【要予約】
8:30～11:00　歴史文化館
特定健診・肝炎検査・がん検診(肺・結核・大腸・乳・子宮頚)【要予約】
13:00～14:30(乳・子宮頚は14:00まで)　歴史文化館
三方楽々健康体操教室　受付9:00～　開始9:20～　三方保健センター
三方健康体操教室　受付10:00～　開始10:30～　三方保健センター

Smileスマイル(野木ミニすく)　10：00-12：00　野木公民館 上中健康体操教室　受付13:30～　開始14:00～ 歴史文化館2階講堂

いきいき広場　9:30-11:00　三宅、気山保育所
鳥羽ミニすく（フラワーアレンジメント）　10:00-12：00　鳥羽公民館

上中楽々健康体操教室　受付9:30～　開始10:00～　歴史文化館2階講堂
オレンジカフェ（認知症カフェ）　10：00～12：00　若狭町歴史文化館2階
人権相談　9:00-11：30　シルバー交流プラザ

こころの相談　10：00-11：30　若狭健康福祉センター

いきいき広場　9:30-11:00　とばっ子、ののはな、中央保育所

三方楽々健康体操教室　受付9:00～　開始9:20～　三方保健センター
三方健康体操教室　受付10:00～　開始10:30～　三方保健センター

Smileスマイル(野木ミニすく・みんなの食堂)【要予約】　10：00-13：30
野木公民館

結婚相談　9：30-12：00　パレア若狭

赤ちゃん広場　10:00-11:30　パレア若狭
心理師と考える子育て相談【要予約】　14：00-16：00　上中庁舎他

上中健康体操教室　受付13:30～　開始14:00～ 歴史文化館2階講堂
心の健康相談　14：00-17：00　二州健康福祉センター

いきいき広場　9:30-11:00　わかば、みそみ保育所

特定健診・がん検診（肺・結核・胃・大腸）・肝炎検査・骨密度測定
【要予約・女性限定】8:30～11:00　リブラ若狭
特定健診・肝炎検査・がん検診(肺・結核・大腸・乳・子宮頚)・骨密度測定
【要予約・女性限定】12:45～14:30(子宮頚は13:30まで、乳は14:00まで)
リブラ若狭
心配ごと相談　9:00-12：00　パレア若狭
法律相談【要予約】　13:00-16：00　パレア若狭
行政相談　9：00-12：00　熊川公民館

おひさま広場（みんなで水遊び）　9:30-11:30　明倫保育園
3歳児健診　受付9:00～9:10　三方保健センター

にこにこカフェ【要予約】　10:00-11:30　みさきち
2歳児育児教室　受付9:00～9:20　三方保健センター

上中楽々健康体操教室　受付9:30～　開始10:00～歴史文化館2階講堂

三方楽々健康体操教室　受付9:00～　開始9:20～　三方保健センター
三方健康体操教室　受付10:00～　開始10:30～　三方保健センター

プレママ・プレパパ相談会【要予約】　9：30-11：00　パレア若狭

こころの相談　10：00-11：30　若狭健康福祉センター
行政相談　9：00-12：00　三方公民館

いきいき広場　9:30-11:00　三宅、気山保育所
4か月児育児教室　受付9:30～9:40　パレア若狭

上中楽々健康体操教室　受付9:30～　開始10:00～　歴史文化館2階講堂
オレンジカフェ（認知症カフェ）　10：00～12：00　わらく（上吉田）

三方楽々健康体操教室　受付9:00～　開始9:20～　三方保健センター
三方健康体操教室　受付10:00～　開始10:30～　三方保健センター

ハローワーク出張お仕事相談会　9：30-11：30　パレア若狭（あそまなびの森）

いきいき広場　9:30-11:00　とばっ子、ののはな、中央保育所
7か月児育児教室　受付9:00～9:10　パレア若狭

ハッピーハーフバースデー！(足型・手形押し)　10:00-11:00　パレア若狭
上中健康体操教室　受付13:30～　開始14:00～ 歴史文化館2階講堂
心の健康相談　14：00-17：00　二州健康福祉センター

いきいき広場　9:30-11:00　わかば、みそみ保育所
10か月児育児教室　受付9:00～9:10　三方保健センター
12か月児育児教室　受付9:30～9:40　三方保健センター

上中楽々健康体操教室　受付9:30～　開始10:00～　歴史文化館2階講堂

三方楽々健康体操教室　受付9:00～　開始9:20～　三方保健センター
三方健康体操教室　受付10:00～　開始10:30～　三方保健センター
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問い合わせ 農林水産課　☎0770-45-9102
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食で育む、人と地域 25

     毎月 19日は
「食育の日」です。

第３次若狭町食育・地産地消推進計画

基本理念
こころもからだも健康に、安心安全に暮らせるまちへ　～食でつながる SDGs の実現～

基本方針
➀健全な食生活と健康の維持
➁豊かな自然と生命に感謝し、食について楽しく学ぶ
➂安心安全（持続可能）な食環境づくりと地場産食材の利用促進

❶ 野菜を１日 350ｇ摂取している人の割合　一般世帯 12.9％→20％
❷ 梅育という言葉を知っている人の割合　　一般世帯 1.8％→50％
❸ 若狭町産の食材が給食に使われていることを知っている小中学生の割合　小学生 89.3％→100％

目的

目標値（例）

・生涯にわたって健康な身体を維持管理する
　ための食を選択する力を養う。

・若狭町の農林水産物、環境、食文化を守り
　次の世代へつなげる。

今年も青梅が大きく育ちました

　町の特産品、梅の収穫時期が始まりました。フレッシュな青梅を手に入れることができるの
は一年の内でこの時期だけです。ご家庭でも「梅育」の取組の一環として、ご家庭で梅シロッ
プや梅酒づくり、自家製梅干しづくりなど、「梅しごと」にチャレンジしてみませんか？

完熟梅の梅味噌
【材料】
・完熟梅　500ｇ
・味噌　　500ｇ
・三温糖　300ｇ
※お好みの味噌で OK

【作り方】
➀梅は洗ってうぶ毛を取る。水気をふき、竹串でへたを取りのぞく。
➁大きめのボウルに味噌と三温糖を入れて滑らかになるまで混ぜ合わせる。
➂清潔な容器に➁の味噌の半量を平らに詰める。
➃➂の味噌の上に下準備した梅を埋めるように並べて入れ、残りの味噌を重ねて入れて覆う。
　蓋をして冷蔵庫で３か月程なじませる。冷凍梅で仕込んだ場合は少し仕上がりが早い。
➄３か月程経過し、味噌に梅のエキスが出てとろっとなったら食べられる。

【食べ方】
・みそ汁の味噌に少量加える　
・ラップに味噌を塗り、きゅうり、にんじん等の野菜を包み一晩おく
・ラップに味噌を塗り、肉、魚の切り身を包んで２～３時間おいて焼く

　町の食育と地産地消についての情報をシリーズで皆様にお届けします。
　若狭町では、町民の皆さん一人ひとりが食や食を取り巻く環境について関心を深め、健康にそして心豊
かで「幸せ」な生活が送れるように、第３次若狭町食育・地産地消推進計画を策定しています。６月は食
育月間です。この機会にご家庭でも食育に取り組んでみてください。

６月は
食育月間
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